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（証券コード：7895）
2020年６月11日

株 主 各 位
埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号
中 央 化 学 株 式 会 社
代表取締役社長 近 藤 康 正

　

第60回定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第60回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、その場合にはお手数ながら後記の
株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年６月25日（木曜日）午後
５時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号

当社本社第一会議室（３階）
（末尾の会場ご案内図をご参照下さい）

３. 目 的 事 項
　報 告 事 項　１. 第60期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

　２. 第60期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
計算書類報告の件

　決 議 事 項
　 第１号議案 取締役６名選任の件
　 第２号議案 監査役２名選任の件
　 第３号議案 補欠監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類等に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.chuo-kagaku.co.jp）に掲載させていただきます。

◎新型コロナウイルス感染症への感染予防の観点から、今回の株主総会当日のご来場につきましては、自粛をご検討下
さいますようお願い申しあげます。また、当日ご出席の株主の皆様には、体温測定、マスク着用、アルコール消毒等
をお願いさせていただきますので、予めご了承の程お願い申しあげます。
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（添付書類）
　

事 業 報 告
（自 2019年４月１日）至 2020年３月31日

１. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、前半は横ばいで推移しましたが、消費増税や新型コロナウイルス感
染拡大の影響により、年度末にかけて急速に悪化しました。企業収益も製造業をはじめ軒並み悪化、消費税率
引き上げ後大幅に減少した個人消費は、新型コロナウイルス感染拡大による各種イベントの中止、訪日客の急
減、外出自粛等により、一段と落ち込んでいます。消費者物価(生鮮食品を除く総合)については、食料品、外
食を中心に物流費、人件費等コスト増を価格に転嫁する動きがみられるものの、原油価格下落に伴うエネルギ
ー価格の下落から伸び率はゼロ％台にとどまり、政府は2020年３月の月例経済報告で景気基調の判断を下方
修正しております。
　こうした中、当社は、「汎用容器事業の基盤強化」、「成長市場へのアプローチ」を事業戦略とし、会社の実
力強化を進めました。前者においては、生産、販売、物流等全機能の強化及びその連携の深化を推し進め、競
争力強化を図るとともに、お客様第一主義を徹底し提案力、課題解決力の向上に努めました。後者において
は、環境対応を含め社会情勢の変化に迅速に対処すべく、リサイクル素材「Ｃ－ＡＰＧ」の拡充、環境配慮型
素材「タルファー」の開発・上市等に注力して参りました。
　販売ポートフォリオの見直し、消費増税による個人消費の落ち込み、台風をはじめ相次ぐ自然災害、暖冬等
異常気象による需要減等により、売上高は減少しましたが、上述取り組みにより利益率は向上しました。
　中国においては、生産効率の改善、品揃え拡充、海外市場での拡販、環境対応製品への取り組み等により、
収益力は着実に改善してきております。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高が48,034百万円（前期比8.1％減）、営業利益1,107百万円(前
期比47.2％増)、経常利益751百万円(前期比79.8％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、479百万円の
利益(前期比55.8％減)となりました。
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　種類別売上高の状況は次のとおりであります。
区 分 売 上 高 構 成 比

製

品

百万円 ％
高機能食品容器 15,271 31.79
汎用食品容器 21,272 44.29
調味料容器 893 1.86
そ の 他 1,193 2.48

製 品 計 38,631 80.42

商
品

商 品 9,402 19.58
商 品 計 9,402 19.58

合 計 48,034 100.00
（注） 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資の総額は、1,275百万円であります。主な内訳としては、当社が1,114百万円
（建物及び構築物255百万円、機械装置及び運搬具194百万円、リース資産等664百万円）となっており、こ
れらの資金は、自己資金と長期借入金及びリース等により調達しております。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度は、社債の発行や増資等による資金調達は行っておりません。

(4) 財産及び損益の状況の推移
　① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

（単位：百万円）

区 分
第 57 期 第 58 期 第 59 期 第 60 期

（当連結会計年度）
2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期

売 上 高 58,240 57,774 52,261 48,034

経常利益又は経常損失（△） △179 △1,797 417 751
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当期純利益又は当期純損失(△) △537 △5,350 1,084 479
１株当たりの当期純利益
又は当期純損失（△）（円） △26.66 △265.57 53.84 23.78

総 資 産 46,740 40,293 38,055 34,608

純 資 産 8,009 2,982 6,269 6,665

（注）１．１株当たりの当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２．第58期において、固定資産の減損損失2,397百万円及び構造改革費用610百万円並びに海外事業等再編費用432百万円を特

別損失に計上しております。
３．第59期において、関係会社株式売却益1,070百万円を特別利益に計上しております。
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　② 事業報告作成会社の財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

区 分
第 57 期 第 58 期 第 59 期 第 60 期

（当 期）
2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期

売 上 高 51,987 50,746 46,039 42,203

経常利益又は経常損失（△） △141 △1,704 451 354

当期純利益又は当期純損失(△) △464 △4,767 1,119 95
１株当たりの当期純利益
又は当期純損失（△）（円） △23.07 △236.59 55.55 4.76

総 資 産 45,234 38,650 36,533 32,956

純 資 産 7,848 3,082 6,194 6,289

（注）１．１株当たりの当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
２．第58期において、固定資産の減損損失2,397百万円及び構造改革費用610百万円を特別損失に計上しております。
３．第59期において、関係会社株式売却益1,051百万円を特別利益に計上しております。

(5) 対処すべき課題
　当社グループは後述の「中長期的な会社の経営戦略」に基づき、「安全」と「安心」とを重視しながら、近
年における原材料価格の大幅な変動を教訓に、それらへの対応力を強化すべく次の課題に取り組んでおりま
す。
① 法令遵守体制の維持・強化
② 環境対策（省資源対策の継続実施・循環型リサイクルの更なる推進、環境負荷低減）
③ 素材開発力並びに製品開発力の強化
④ 営業力の強化
⑤ 製造原価の低減
⑥ 物流費の削減
⑦ 製品の適正価格による販売の徹底
（中長期的な会社の経営戦略）
食品包装容器関連メーカーとして社会生活基盤を支える事業を担うという責任の下、「人体並びに環境への
配慮」を第一義に置き、「安全」と「安心」を「安定的に」世に提供していくことを使命としながら、「お客
様への良質な製品やサービスの提供」を実現していくために、具体的な経営戦略として次の事項を掲げ取り
組んでおります。
　① 環境対策

容器製造事業者として、容器包装リサイクル法での責任を果たしつつ、加えて衛生安全性を厳守した自
主的な取り組みとしての店頭回収リサイクル（循環型リサイクルシステムの構築）、また、事業活動か
ら発生するＣＯ２の排出削減等、環境保全への取り組みを進めて参ります。

　② 新素材・新技術による新製品開発
世界的な環境意識の高まりの中、一昨期、昨期とリサイクル素材Ｃ－ＡＰＧ、環境配慮型素材タルファ
ーを上市して参りました。今期も、バイオＣＴ、バイオＣＦ等の環境対応型及び省資源型製品の開発、

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

連
結
監
査
報
告
書

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 5 ―

上市に注力するとともに、市場ニーズに合致する素材の開発、差異化による競争力向上に努めます。
開発にあたっては、業務提携先や外部研究機関等との協業も視野に入れ、迅速な素材開発を促進しま
す。

　③ 営業体制の強化
お客様第一主義の下、お客様に関わる課題、困り事の解決に向けた提案力を高めるとともに、社会環
境、市場ニーズの変化を先取りした製品の企画・開発力を高め、営業体制の強化、充実に努めて参りま
す。

　④ モノ造りの基盤強化
品質と原価を最も大切なものとし、技術開発、生産技術、製造技術の継続的な底上げを進めて参りま
す。お客様、分野、地域に見合う最適生産体制を構築するとともに、標準化・平準化を進め、人手不足
対応・効率化に取り組んで参ります。

　⑤ ＳＣＭ体制の構築・強化
当社の製品・仕入れ商品・サービス等を迅速かつ効率的にお客様にお届けすることを第一に掲げ、その
ための受注、調達、生産、販売、物流等社内のあらゆる機能及びその連携の最適化を進めて参ります。

　⑥ 海外事業の強化
成長著しい中国においては、食の安全・安心意識の高まりに伴い拡大するハイエンド市場での拡販を進
め、宅配等新たな需要の取り込みに注力するとともに、３工場体制の更なる安定化、効率化を進めて参
ります。また、中国を起点として他海外市場へのアプローチする中で、世界の環境対応の高まり動向に
ついてはアンテナを高く張り、環境対応新素材の開発等も進めて参ります。

なお、新型コロナウイルス感染拡大につきましては、当社グループといたしまして、従業員及びその家族の
健康・安全を最優先すると共に、「食」に関わる事業会社として製品の安定供給に最善を尽くして参りました。
未だ収束時期は見通せず、第二波、第三波が懸念される中、引き続き衛生・安全管理に万全を期し、事業環
境の変化に柔軟かつ迅速に対応する所存です。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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(6) 重要な親会社及び子会社の状況
　① 親会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％ 天然ガス、総合素材、石油・化学、金属資源、産業インフラ、

自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソ
リューション、複合都市開発等

三 菱 商 事 ㈱ 204,446 60.58

　
　② 親会社等との間の取引に関する事項

１）当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
　 原材料等の購入については、市場の実勢価格を勘案して価格決定の上、発注しております。
２）当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
　 当社は親会社より取締役及び監査役を受け入れておりますが、当社経営上の重要事項についても適切な
　 意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。
　 事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業計画は当社独自
　 に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営及び事業活動に当たっております。
３）取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
　 該当事項はありません。

　③ 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容
百万円 ％

㈱ 中 央 運 輸 10 100 プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の運送
百万円

プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の販売香港中央化学有限公司 10 100
百万人民元

環菱中央化学管理有限公司 50 100 中国各現地法人の統括及び管理支援
千米ドル

海城中央化学有限公司 9,000 100 プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の製造・販売
千米ドル

上海中央化学有限公司 9,800 100 プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の販売、賃貸業
千米ドル

無錫中央化学有限公司 11,100 100 プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の製造・販売
千米ドル

東莞中央化学有限公司 14,200 100 プラスチック製食品包装容器及びその関連資材の製造・販売
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(7) 主要な事業内容
　当社グループはプラスチック製食品包装容器及びその関連資材の製造・販売を主な事業としております。

(8) 主要な営業所及び工場
　① 当社本社 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号

　② 国内営業拠点
名 称 所 在 地

東 京 オ フ ィ ス 東京都品川区大崎

北 海 道 営 業 部 北海道札幌市白石区本通

東 北 営 業 部 宮城県仙台市若林区荒井

関 東 営 業 部 埼玉県鴻巣市宮地

中 部 営 業 部 愛知県岩倉市中央町

関 西 営 業 部 大阪府大阪市淀川区西中島

中 四 国 営 業 部 広島県広島市中区小町

九 州 営 業 部 福岡県福岡市東区多の津

　③ 海外営業拠点
名 称 所 在 地

海 城 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 遼寧省

上 海 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 上海市

無 錫 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 江蘇省

東 莞 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 広東省

香 港 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 香港
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　④ 国内生産拠点
名 称 所 在 地

北 海 道 工 場 北海道美唄市日東町

東 北 工 場 福島県田村市常葉町

鹿 島 工 場 茨城県神栖市砂山

関 東 工 場 埼玉県加須市麦倉

騎 西 工 場 埼玉県加須市鴻茎

山 梨 工 場 山梨県南巨摩郡南部町

岡 山 工 場 岡山県美作市北山

九 州 工 場 大分県豊後大野市千歳町

　⑤ 海外生産拠点
名 称 所 在 地

海 城 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 遼寧省

無 錫 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 江蘇省

東 莞 中 央 化 学 有 限 公 司 中国 広東省

　⑥ 海外子会社管理拠点
名 称 所 在 地

環 菱 中 央 化 学 管 理 有 限 公 司 中国 上海市

　⑦ 配送センター、物流子会社
名 称 所 在 地

北 本 配 送 セ ン タ ー 埼玉県北本市朝日

中 部 配 送 セ ン タ ー 岐阜県関市迫間

関 西 配 送 セ ン タ ー 大阪府大阪市住之江区柴谷

西 日 本 ハ ブ セ ン タ ー 岡山県美作市竹田

福 岡 配 送 セ ン タ ー 福岡県糟屋郡粕屋町

㈱ 中 央 運 輸 岡山県美作市北山
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(9) 従業員の状況
　① 企業集団の従業員の状況

事業部門の名称 従業員数 前期比増減数 前期従業員数
販売部門 351名 62名 289名
製造部門 1,087名 △32名 1,119名
物流・管理・その他の部門 264名 △79名 343名

合 計 1,702名 △49名 1,751名
（注）当連結会計年度末日の従業員数を記載しております。
　
　② 事業報告作成会社の従業員の状況

区 分
従 業 員 数

平均年齢 平均勤続年数
当 期 前 期 増 減 増 減 比

名 名 名 ％ 歳 年 ヶ月
男 子 875 925 △50 △5.4 43.9 18 5
女 子 180 174 6 3.4 38.5 11 0
合計又は平均 1,055 1,099 △44 △4.0 43.0 17 2

（注）１．当事業年度末日の従業員数を記載しております。
２．上記従業員数には、パート社員（100名）は含まれておりません。
３．上記従業員数には、子会社等への出向者（11名）を含めております。

　
(10) 主要な借入先

（単位：百万円）
借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,649
㈱ み ず ほ 銀 行 2,077
㈱ 埼 玉 り そ な 銀 行 1,977
㈱ 商 工 組 合 中 央 金 庫 870
㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 675
㈱ 武 蔵 野 銀 行 536
㈱ 群 馬 銀 行 536
㈱ 八 十 二 銀 行 536
農 林 中 央 金 庫 525
㈱ 足 利 銀 行 486
三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 475

（注）当連結会計年度末日の借入金残高を記載しております。
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２. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 40,002,000株
(2) 発行済株式の総数 普通株式 21,040,000株
　 Ａ種優先株式 2,000株

(3) 株主数 1,859名
(4) 大株主（株主上位10名）

株 主 名 持株数（普通株式） 持 株 比 率

三 菱 商 事 ㈱ 12,207,700株 60.58％

東 日 本 Ｃ Ｔ 共 栄 会 857,400株 4.25％

三 菱 ケ ミ カ ル ㈱ 662,000株 3.28％

西 日 本 Ｃ Ｔ 共 栄 会 636,100株 3.15％

㈱ ジ ェ イ エ ス ピ ー 625,000株 3.10％

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 516,900株 2.56％

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 369,200株 1.83％

Ｐ Ｓ ジ ャ パ ン ㈱ 236,000株 1.17％

青 木 達 也 226,200株 1.12％
Ｉ Ｎ Ｔ Ｅ Ｒ Ａ Ｃ Ｔ Ｉ Ｖ Ｅ
Ｂ Ｒ Ｏ Ｋ Ｅ Ｒ Ｓ Ｌ Ｌ Ｃ 225,200株 1.11％

（注）１. 持株比率は、自己株式891,140株を控除して計算しております。
２. 三菱商事㈱は、上記の他、Ａ種優先株式を2,000株（発行済株式総数の100％）保有しております。
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３. 会社役員に関する事項
(1) 取締役及び監査役

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 近 藤 康 正 社長執行役員
営業本部長

環菱中央化学管理有限公司 董事長
海城中央化学有限公司 董事長
上海中央化学有限公司 董事長
無錫中央化学有限公司 董事長
東莞中央化学有限公司 董事長
香港中央化学有限公司 取締役
APETウエスト㈱ 取締役

取 締 役 森 本 和 宣

常務執行役員
管理・内部統
制・コンプライ
アンス担当（チ
ーフコンプライ
アンスオフィサ
ー）
管理本部長 兼
経営戦略室長

環菱中央化学管理有限公司 董事
海城中央化学有限公司 董事
上海中央化学有限公司 董事
無錫中央化学有限公司 董事
東莞中央化学有限公司 董事
㈱中央運輸 取締役

取 締 役 早 澤 幸 雄
三菱商事㈱ 石油化学本部 合成樹脂部長
興人フィルム＆ケミカルズ㈱ 取締役
三菱商事プラスチック㈱ 取締役
TRI-PACK FILMS LIMITED DIRECTOR

取 締 役 竹 内 修 身

三菱商事㈱ 執行役員 石油化学本部長
鹿島アロマティックス㈱ 取締役
三菱商事プラスチック㈱ 取締役
三菱商事ケミカル㈱ 取締役
IVICT (THAILAND) COMPANY LIMITED DIRECTOR
IVICT (GUANGZHOU) CO., LTD. 董事長
IVICT (SHANGHAI) CO., LTD. 董事長
IVICT EUROPE GMBH 諮問委員
IVICT (SINGAPORE) PTE. LTD. DIRECTOR

取 締 役 萩 原 剛 三菱商事㈱ 常務執行役員 石油・化学グループ CEO
サウディ石油化学㈱ 取締役

取 締 役 松 本 吉 雄 松本包装技術研究所 代表
常 勤 監 査 役 大 吉 正 人 ―
監 査 役 山 口 吉 一 公認会計士
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地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

監 査 役 鳥 居 真 吾

三菱商事㈱ 総合素材・石油・化学管理部長
明和産業㈱ 取締役監査等委員
㈱メタルワン 監査役
日本電極㈱ 監査役
アストモスエネルギー㈱ 監査役
IVICT (THAILAND) COMPANY LIMITED DIRECTOR
IVICT (GUANGZHOU) CO., LTD. 董事
IVICT (SHANGHAI) CO., LTD. 董事
IVICT EUROPE GMBH 諮問委員
IVICT (SINGAPORE) PTE. LTD. DIRECTOR

監 査 役 中 村 竜 一 弁護士
（注）１. 取締役松本吉雄氏は、社外取締役であります。

２. 監査役山口吉一氏及び中村竜一氏は、社外監査役であります。
３. 当社は取締役松本吉雄氏、監査役山口吉一氏及び中村竜一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出
ております。

４. 取締役松本吉雄氏は、長年にわたり包装容器業界において企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い知見を有し
ております。

５. 監査役山口吉一氏は、公認会計士として活動しており、財務及び会計に関する専門知識を有しております。
６. 監査役中村竜一氏は、弁護士として活動しており、法律等に関する豊富な経験と専門知識を有しております。

(2) 当事業年度中の取締役及び監査役の異動
　① 就任

当事業年度中の取締役及び監査役の就任はありません。

　② 退任
当事業年度中の取締役及び監査役の退任はありません。

　③ 地位の異動
当事業年度中の取締役及び監査役の地位の異動はありません。

　④ 当事業年度中の取締役の担当の異動
地 位 氏 名 異動年月日 異動後の担当 異動前の担当

代 表 取 締 役 近 藤 康 正 2019年４月１日 社長執行役員
営業本部長 社長執行役員
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(3) 社外役員に関する事項

　 ①他の法人等の重要な兼職の状況と当該他の法人等との関係
氏 名 重要な兼職の状況 当社と当該兼職先との関係

松 本 吉 雄 松本包装技術研究所 代表

山 口 吉 一 公認会計士

中 村 竜 一 弁護士

（注） 「当社と当該兼職先との関係」に記載のない兼職先と当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

　 ②当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 取締役会及び監査役会への出席状況及び発言の状況

社 外
取 締 役 松 本 吉 雄

当事業年度に開催された取締役会には、12回全てに出席し、包装容器業界において
企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い知見に基づき、社外取締役と
して広範かつ高度な視点から、独自の立場において客観的観点から、適宜発言を行
っております。

社 外
監 査 役

山 口 吉 一
当事業年度に開催された取締役会には12回全てに、監査役会には11回全てに出席
し、主に公認会計士として培った豊富な経験・知見に基づき、社外監査役として中
立かつ客観的観点から適宜発言を行っております。

中 村 竜 一
当事業年度に開催された取締役会には12回全てに、監査役会には11回全てに出席
し、主に弁護士として培った豊富な経験・知見に基づき、社外監査役として中立か
つ客観的観点から適宜発言を行っております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額
支給人員（名） 報 酬 額（百万円）

取 締 役 ３ 51

監 査 役 ４ 17

計 ７ 69

（注）１．上記のうち社外取締役に対する報酬額は、１名４百万円です。
２．上記のうち社外監査役に対する報酬額は、２名５百万円です。
３．上記には、当事業年度における役員退職慰労引当金７百万円（取締役６百万円、監査役０百万円）を含めております。
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４. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

(2) 会計監査人の報酬等の額
　

支 払 額
・当事業年度に係る報酬等の額
　当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

82百万円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 82百万円
　

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額
を記載しております。

２．監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの資料入手や報告聴取を通じて、会計監査人の職務執行状況や監査計画の内
容、報酬見積りの算出根拠等を検討のうえ、妥当と判断しております。会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項
の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由の場合、又はその他の事由により会計監
査人として適正な職務遂行が困難であると認められる場合、当該会計監査人を解任又は不再任とする決定を行
う方針です。
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５. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社は、取締役会にて、当社の業務の適正を確保するための体制を次のとおり決議しております。

内部統制システム構築の基本方針

　① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1) 取締役会は、法令、定款、取締役会規程その他関係規程の定めるところにより、経営上の重要な事項
について決定あるいは承認するとともに、取締役の職務執行を相互に監督する。

2) 法令、定款、社内規程及び社会倫理の遵守に取り組む基本姿勢を明確にした「コンプライアンス基本
方針」とその具体的な行動規範を示した「企業行動基準」の周知徹底を図り、企業価値の向上を図る。

3) 取締役会で選任されたコンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス推進委員会により、
全社のコンプライアンス体制の維持・向上を図り、取締役及び使用人に対する啓蒙・教育を行う。

4) 内部通報に関する規程に基づく内部通報制度と、お取引先様通報制度の活用を推進し、法令、社内規
程及び社会倫理に反する行為等の早期発見と是正に努める。

5) コンプライアンス基本方針、企業行動基準において宣言したとおり、社会秩序や健全な企業活動を脅
かす反社会的勢力に対しては、一切の関わりを持たず、毅然とした態度で臨むことを堅持する。

　② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書規程等に従い、適切に保存・管理する。

　③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) リスクマネジメント規程に基づいたリスク管理体制を構築する。
2) 不測の事態等が発生した場合は、危機管理規程に基づき、緊急対策会議を開催し緊急対策本部を設置
する等迅速に対応し、当該危機を最小に止めるための管理体制を構築する。

　④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 毎月１回開催する定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定と取締
役の職務執行状況の監督を行う。

2) 執行役員制度を導入し、経営と業務執行機能を分離し、経営の効率化と責任の明確化を行う。
3) 取締役会を補完する機能として、社長室会を原則月２回開催し、経営上基本的又は重要事項を審議・
決議する。この社長室会の運用により、重要決定事項の審議、経営方針の徹底、取締役会決議事項の
事前協議など、経営環境の変化への対応と速やかな意思決定ができる体制をとる。また、オペレーシ
ョン改革会議を原則月１回開催し、オペレーションに関する個別議題の徹底討議を行い、オペレーシ
ョンの迅速な改善、強化を図る。

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 16 ―

　⑤ 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1) 国内の子会社については、関係会社管理規程に基づき、中国の子会社については、関係会社管理規程
及び中国現地法人運営規程に基づき、子会社の自主性を尊重しながら重要な事項について、報告を受
ける等、常に密接な連携を保持し、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、内部統制システ
ムの整備を行う。

2) 子会社に対し、監査室による内部監査を実施し、その業務の適正を確保する。
3) 子会社の取締役、監査役、董事長、董事、監事に当社の取締役等を必要に応じ派遣する。

　
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該
使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1) 監査役の職務を補助すべき使用人について、監査役から求められた場合には、監査役会と協議の上、
当社の使用人の中から選任する。

2) 監査役を補助する使用人に対する指揮命令権は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は
監査役会が有する。

3) 監査役を補助する使用人に対する人事考課、異動、懲戒処分等の人事権の行使については、事前に監
査役及び監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

　
⑦ 取締役及び使用人等が監査役へ報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した
ことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1) 当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人及び監査役は、当社及び子会社の業務又は業
績に影響を与えるおそれのある重要な事項や、違法あるいは不正な行為を発見したときは、ただちに
監査役に報告する体制とする。
また、監査役はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役、使用人及び監査役に対して報告を
求めることができるものとする。

2) 監査役に報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを
禁止する。

　
　⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1) 監査役が取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社各部門における業務執行の監査を行い、取締
役会の他、社長室会、営業に関する会議、生産に関する会議等の経営に関する主要な会議に出席して、
監査が実効的に行われることを確保する。また、監査室との連携も図る。

2) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。
3) 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、当該監
査役の職務の執行に明らかに必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処
理する。
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　⑨ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
財務報告の信頼性と適正性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制シス
テムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正措置
を講じる。

　
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における上記体制の主な運用状況の概要は以下のとおりであります。
　
① 取締役会を12回開催し、法令及び定款に定められた事項並びに経営上重要な事項について、迅速かつ適切
な報告と意思決定を行いました。また、取締役職務の執行が法令及び定款に適合するように監督を行いま
した。

　
② 監査役会を11回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等

の遵守状況について監査いたしました。
また、取締役会への出席及び社長室会その他の重要会議への出席や代表取締役、会計監査人及び監査室並
びに内部統制推進室との間で情報交換を行うことで、取締役の職務執行、法令・定款等の遵守、内部統制
の整備等を確認いたしました。

　
③ コンプライアンス推進委員会を2回開催し、当社及び子会社の使用人に対するコンプライアンス教育の実

施状況を確認するとともに、内部通報制度の運用状況についてのレビューを行いました。
また、使用人に対するコンプライアンスに関する各種教育を定期的に実施いたしました。

　
④ 当社及び子会社から報告された事業リスク等について、レビューを実施し、諸規程並びに対応マニュアル
の整備及び業務改善を実施する等、管理体制の見直しに取り組みました。

　
⑤ 内部監査計画に基づき対象全部門から月次レベルで「自己点検チェックシート」を回収し、履行状況を分

析するとともにその確認のための往査を実施しました。
　
⑥ 財務報告に係る内部統制について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から評価範囲を決定
し、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。

　
(3) 株式会社の支配に関する基本方針
　特記すべき事項はありません。
　
６. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、収益の状況に応じた配当を行うことを基本方針とし、安定的な配当の維持、将来の事業展開に備え
た内部留保の充実、財務体質の強化等を考慮しながら総合的に判断・決定していくこととしております。
　当期の期末配当につきましては、国内外事業基盤の強化、財務体質の強化を図りたく、誠に遺憾ではござい
ますが見送りとさせていただきます。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
　

（2020年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

18,468

2,845

7,360

4,897

713

1,168

1,498

△16

16,140

15,127

5,011

2,713

4,290

2,508

142

461

385

51

334

626

268

150

11

80

288

△172

流 動 負 債 21,126
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,962
電 子 記 録 債 務 1,862
短 期 借 入 金 5,000
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 3,995
リ ー ス 債 務 1,006
未 払 金 1,971
未 払 法 人 税 等 163
未 払 消 費 税 等 277
賞 与 引 当 金 271
資 産 除 去 債 務 11
そ の 他 602

固 定 負 債 6,817
長 期 借 入 金 3,350
リ ー ス 債 務 2,000
退 職 給 付 に 係 る 負 債 886
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 38
債 務 保 証 損 失 引 当 金 9
資 産 除 去 債 務 8
そ の 他 524

負 債 合 計 27,943
純 資 産 の 部

株 主 資 本 6,427
資 本 金 7,212
資 本 剰 余 金 6,787
利 益 剰 余 金 △6,402
自 己 株 式 △1,169
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 237
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 34
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2
為 替 換 算 調 整 勘 定 519
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △318
純 資 産 合 計 6,665

資 産 合 計 34,608 負 債 純 資 産 合 計 34,608
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連 結 損 益 計 算 書
　

（自 2019年４月１日）至 2020年３月31日
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 48,034
売 上 原 価 36,094
売 上 総 利 益 11,939

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,831
営 業 利 益 1,107

営 業 外 収 益
受 取 利 息 12
受 取 配 当 金 13
受 取 賃 貸 料 37
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 46
そ の 他 172 282

営 業 外 費 用
支 払 利 息 164
手 形 売 却 損 37
売 上 割 引 39
為 替 差 損 220
そ の 他 177 639
経 常 利 益 751

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 1 1

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 24
減 損 損 失 148 173
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 579
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 107
法 人 税 等 調 整 額 △6 100
当 期 純 利 益 479
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 479
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連結株主資本等変動計算書
　

（自 2019年４月１日）至 2020年３月31日
（単位：百万円）

株 主 資 本 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産
合 計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

そ の 他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

退職給付
に 係 る
調整累計額

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

2019 年４月１日残高 7,212 6,787 △6,881 △1,169 5,948 38 △1 △397 680 320 6,269

連結会計年度中の変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 ― ― 479 ― 479 ― ― ― ― ― 479

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） ― ― ― ― ― △4 3 78 △160 △82 △82

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 479 ― 479 △4 3 78 △160 △82 396

2020年３月31日残高 7,212 6,787 △6,402 △1,169 6,427 34 2 △318 519 237 6,665
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Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる事項に関する注記
　１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ７社
　連結子会社の名称
海城中央化学有限公司、上海中央化学有限公司、無錫中央化学有限公司、東莞中央化学有限公司、環菱中央化学管理有限公
司、香港中央化学有限公司、㈱中央運輸

　２．持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 １社
ＡＰＥＴウエスト㈱

　３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

連結子会社名 決算日
海城中央化学有限公司 12月31日
上海中央化学有限公司 12月31日
無錫中央化学有限公司 12月31日
東莞中央化学有限公司 12月31日
環菱中央化学管理有限公司 12月31日
香港中央化学有限公司 12月31日

上記の連結子会社においては、連結決算日現在で、本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

　４．会計方針に関する事項
　 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
ａ．商品
当社及び国内連結子会社では、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）を採用しております。また、中国連結子会社では総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

ｂ．製品・原材料・仕掛品
当社及び国内連結子会社では、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）を採用しております。ただし、販売用製造機械については個別法による原価法を採用しております。また、
中国連結子会社では総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用
しております。

ｃ．貯蔵品
当社及び国内連結子会社では、最終仕入原価法を採用しております。また、中国連結子会社では総平均法による原価法を
採用しております。
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　 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社
定額法によっております。
また、中国連結子会社では、所在地国の会計原則に基づき、主として見積耐用年数に基づく定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物…………４～47年
機械装置及び運搬具……２～14年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社では、定額法を採用しております（なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込
利用可能期間（５年）に基づく定額法）。
また、中国連結子会社では、所在地国の会計原則に基づき、主として契約期間に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　 (3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当社及び国内連結子会社では、債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
また、中国連結子会社では貸倒懸念債権等特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
当社及び国内連結子会社では、役員退職慰労金の支払に備えるため、「役員退職慰労金支給規程」に基づく当連結会計年度
末要支給額を計上しております。

④ 債務保証損失引当金
債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。

　 (4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基
準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　 (5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
当社及び国内連結子会社の外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、中国連結子会社の資産・負債及び収益・費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

連
結
監
査
報
告
書

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

― 23 ―

　 (6) 重要なヘッジ会計の基準
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理
を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）
　為替予約 　外貨建金銭債権債務
　金利スワップ 　長期借入金

③ ヘッジ方針
当社は、財務担当部門の管理の下に、外貨建取引に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金利
の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・
フロー変動を完全に相殺するものと想定することが出来るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一である
ことを確認することにより有効性の判定に代えております。

　 (7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 23ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 24 ―

Ⅱ．連結貸借対照表に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．担保に供している資産及び担保に係る債務
　 （1）担保に供している資産

建物及び構築物 406百万円
土地 223百万円
計 629百万円

　 （2）担保に係る債務
1年内返済予定の長期借入金 930百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 44,424百万円
　 （減損損失累計額を含む）
４．受取手形割引高 2,677百万円
５．圧縮記帳
取得価額から控除されている国庫補助金等

　 土地 233百万円
　 機械装置及び運搬具 1百万円
６．財務制限条項
当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約（参加行９行、①返済期限2021年12月30日、
当連結会計年度末借入金残高2,000百万円、②返済期限2021年１月28日、当連結会計年度末借入金残高930百万円、参加行７
行、③返済期限2022年９月30日、当連結会計年度末借入金残高1,000百万円）及びコミットメントライン契約（参加行９行、
返済期限2020年９月25日、当連結会計年度末借入金残高5,000百万円）を締結しております。当該契約には財務制限条項が付
されており、これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入
金並びに利息及び精算金等を支払う義務を負っております。

Ⅲ．連結損益計算書に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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２．減損損失
当社グループは以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上しました。

場 所 用 途 種 類 減損損失
（百万円）

中央化学㈱北海道工場
（北海道美唄市） 生産設備等 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

土地、リース資産他 19

中央化学㈱鹿島工場
（茨城県神栖市） 生産設備等 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、

リース資産他 14

中央化学㈱東北工場
（福島県田村市） 生産設備等 建物及び構築物、機械装置及び運搬具 76

中央化学㈱旧北陸工場
（富山県黒部市） 売却予定資産 土地 37

　当社グループは、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資
産などは、個別に判定しております。当連結会計年度において、収益性の低下により回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グ
ループ、使用見込みのなくなった資産、及び売却予定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上
しております。
　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額より測定しており、正味売却価額は土地、建物については不動産鑑定評
価基準又は固定資産税評価額に基づき評価し、それ以外の資産については売却見込額から処分費用見込額を控除し、売却や他へ
の転用が困難な資産については、零で評価しております。

　
（内訳）
北海道工場 19百万円
（内、建物及び構築物 6

機械装置及び運搬具 4
土地 1
リース資産 6
その他 0）

鹿島工場 14百万円
（内、建物及び構築物 13

機械装置及び運搬具 0
リース資産 0
その他 0）

東北工場 76百万円
（内、建物及び構築物 13

機械装置及び運搬具 62）
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Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

発行済株式
　Ａ種優先株式（株） 2,000 ― ― 2,000
　普通株式（株） 21,040,000 ― ― 21,040,000
自己株式
　普通株式（株） 891,140 ― ― 891,140

Ⅴ．金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
　 (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバ
ティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信
管理規程に従い、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としてお
ります。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期毎に時価の把握を行っており、保有状況の
見直しを行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金・電子記録債務・未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る
資金調達です。
デリバティブ取引については、外貨建取引に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を利用しており、借入
金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。その執行・管理については、取引権限を定めた
社内規程に従って行っております。なお、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融
機関とのみ取引を行っております。
また、当社は、毎月及び、必要に応じ資金繰表を作成・更新するとともに、手許流動性を維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。

　 (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 2,845 2,845 ―

(2) 受取手形及び売掛金 7,360 7,360 ―

(3) 投資有価証券

　 その他有価証券 196 196 ―

(4) 長期貸付金 150

　 貸倒引当金 △150

― ― ―

(5) 破産更生債権等 11

　 貸倒引当金 △11

― ― ―

(6) 支払手形及び買掛金 5,962 5,962 ―

(7) 電子記録債務 1,862 1,862 ―

(8) 未払金 1,971 1,971 ―

(9) 未払法人税等 163 163 ―

(10) 未払消費税等 277 277 ―

(11) 短期借入金 5,000 5,000 ―

(12) 長期借入金（＊１） 7,345 7,319 △25

(13) リース債務（＊２） 3,007 3,012 5

(14) デリバティブ取引（＊３） (1) (1) ―

（＊１）長期借入金には１年以内返済予定の長期借入金が含まれております。
（＊２）リース債務は、流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合算しております。
（＊３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）で

表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

(4) 長期貸付金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっており
ます。
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(5) 破産更生債権等
破産更生債権は担保及び回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連結貸借対照
表計上額から貸倒見積高を控除した金額に近似していることから、当該価額をもって時価としております。

(6) 支払手形及び買掛金、(7) 電子記録債務、(8) 未払金、(9) 未払法人税等、(10)未払消費税等及び(11)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(12)長期借入金及び(13)リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合、又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引
いて算定する方法によっております。また、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当
該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定す
る方法によっております。なお、長期借入金には１年以内返済予定の金額を含めて記載しております。

(14)デリバティブ取引
①ヘッジ会計が適用されていないもの
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の連結決算日における契約額又は契約
において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

区 分 デリバティブ
取引の種類

契 約 額 等
時 価 評価損益

うち１年超

市場取引以外の
取引

為替予約取引

　売建

　 米ドル 607 ― △4 △4

　買建

　 米ドル 126 ― 0 0

合 計 734 ― △4 △4

（注）時価の算定方法：取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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②ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法毎の連結決算日における契約額又は契約にお
いて定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

ヘッジ会計の方法 デリバティブ
取引の種類等 主なヘッジ対象

契 約 額 等
時 価 当該時価の算定方法

うち１年超

原則的
処理方法

為替予約取引 取引先金融機関
から提示された
価格等に基づき
算定しておりま
す。

　買建

　 米ドル 買掛金 140 ― 3

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
取引先金融機関
から提示された
価格等に基づき
算定しておりま
す。

　売建

　 米ドル 売掛金 19 ― △0

　買建

　 米ドル 買掛金 85 ― 0

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
変動受取・固定支払 長期借入金 675 ― (※)

合 計 921 ― 3

（※）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該
長期借入金の時価に含めて記載しています。（上記(12)参照）

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非上場株式 71

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定
（単位：百万円）

１年以内 １年超２年以内２年超３年以内３年超４年以内４年超５年以内 ５年超

現金及び預金 2,845 ― ― ― ― ―

受取手形及び売掛金 7,360 ― ― ― ― ―

合 計 10,206 ― ― ― ― ―
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（注４）長期借入金及びリース債務の返済予定額
長期借入金及びリース債務の連結決算日後における返済予定額（１年超）は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

長期借入金 2,440 530 190 190 ―

リース債務 608 445 391 333 221

　 （有価証券関係）
　 その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

種 類 取 得 原 価 連結貸借対照表計上額 差 額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

①株式 106 162 56

②債券 ― ― ―

③その他 ― ― ―

小 計 106 162 56

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

①株式 40 34 △6

②債券 ― ― ―

③その他 ― ― ―

小 計 40 34 △6

合 計 146 196 49

（注）表中の取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記
　 １株当たり純資産額 231円55銭
　 １株当たり当期純利益 23円78銭
　 ※ １株当たり当期純利益の算定上の基礎

親会社株主に帰属する当期純利益 479百万円
普通株主に帰属しない金額 ―百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 479百万円
普通株式の期中平均株式数 20,148,860株

Ⅶ．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

Ⅷ．退職給付に関する注記
１．採用している退職給付制度の概要
当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を
採用しております。
確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、資格等級と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度（すべて非積立型であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
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２．確定給付制度
　 (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）
　 退職給付債務の期首残高 5,129
　 勤務費用 296
　 利息費用 25
　 数理計算上の差異の発生額 △31
　 退職給付の支払額 △451
　 退職給付債務の期末残高 4,968
　 (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 4,105
期待運用収益 82
数理計算上の差異の発生額 △40
事業主からの拠出額 384
退職給付の支払額 △450
年金資産の期末残高 4,081

　 (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 4,960
年金資産 △4,081

878
非積立型制度の退職給付債務 7
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886

退職給付に係る負債 886
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886

　 (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 296
利息費用 25
期待運用収益 △82
数理計算上の差異の費用処理額 86
確定給付制度に係る退職給付費用 327

　 (5) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 318
合計 318

　 (6) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次のとおりであります。
一般勘定 77％
その他 23％
合計 100％

② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産か
らの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

　 (7) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
割引率 0.5％
長期期待運用収益率 2％
なお、退職給付債務の計算にあたってはポイント制を採用しているため、予想昇給率は使用しておりません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年５月13日

中 央 化 学 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
さ い た ま 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 白 田 英 生 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 田 勝 啓 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、中央化学株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の作
成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中央化
学株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に
対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 34 ―

貸 借 対 照 表
　

(2020年３月31日現在)
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産 15,454 流 動 負 債 20,319
現 金 及 び 預 金 1,635 支 払 手 形 564
受 取 手 形 802 電 子 記 録 債 務 1,862
売 掛 金 5,509 買 掛 金 4,982
商 品 163 短 期 借 入 金 5,000
製 品 4,119 １ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 3,995
原 材 料 442 リ ー ス 債 務 1,005
仕 掛 品 489 未 払 金 1,680
貯 蔵 品 122 未 払 費 用 198
前 払 費 用 218 未 払 法 人 税 等 163
未 収 入 金 669 未 払 消 費 税 等 255
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 993 預 り 金 23
立 替 金 273 設 備 関 係 支 払 手 形 308
そ の 他 14 資 産 除 去 債 務 11

固 定 資 産 17,501 賞 与 引 当 金 264
有 形 固 定 資 産 13,325 そ の 他 1
建 物 4,439 固 定 負 債 6,348
構 築 物 347 長 期 借 入 金 3,350
機 械 及 び 装 置 1,287 リ ー ス 債 務 1,999
車 両 運 搬 具 0 退 職 給 付 引 当 金 593
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 318 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 38
土 地 4,290 債 務 保 証 損 失 引 当 金 9
リ ー ス 資 産 2,501 資 産 除 去 債 務 8
建 設 仮 勘 定 138 繰 延 税 金 負 債 24
無 形 固 定 資 産 102 そ の 他 324
ソ フ ト ウ エ ア 26 負 債 合 計 26,667
リ ー ス 資 産 51 純 資 産 の 部
そ の 他 23 株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
土 地 圧 縮 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

6,252
7,212
6,787
5,675
1,111

△6,578
△6,578

17
△6,595
△1,169

36
34
2

投 資 そ の 他 の 資 産 4,074
投 資 有 価 証 券 268
関 係 会 社 株 式 104
関 係 会 社 出 資 金 1,829
長 期 貸 付 金 150
長 期 売 掛 金 1,518
破 産 更 生 債 権 等 0
長 期 前 払 費 用 1
そ の 他 400
貸 倒 引 当 金 △199

純 資 産 合 計 6,289
資 産 合 計 32,956 負 債 純 資 産 合 計 32,956
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損 益 計 算 書
　

（自 2019年４月１日）至 2020年３月31日
(単位：百万円)

科 目 金 額
売 上 高 42,203
売 上 原 価 31,768
売 上 総 利 益 10,434

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,834
営 業 利 益 599

営 業 外 収 益
受 取 利 息 43
受 取 配 当 金 16
受 取 賃 貸 料 37
仕 入 割 引 1
そ の 他 116 215

営 業 外 費 用
支 払 利 息 164
手 形 売 却 損 37
売 上 割 引 39
為 替 差 損 48
そ の 他 171 461
経 常 利 益 354

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 0 0

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 24
減 損 損 失 148 173
税 引 前 当 期 純 利 益 181
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 85
法 人 税 等 調 整 額 △0 85
当 期 純 利 益 95
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株主資本等変動計算書
　

（自 2019年４月１日）至 2020年３月31日
(単位：百万円)

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産
合 計資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

評価・
換 算
差額等
合 計

資 本
準備金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

土 地
圧 縮
積立金

繰 越
利 益
剰余金

2019年４月１日残高 7,212 5,675 1,111 6,787 17 △6,691 △6,673 △1,169 6,156 38 △1 37 6,194

事業年度中の変動額

当期純利益 ― ― ― ― ― 95 95 ― 95 ― ― ― 95

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) ― ― ― ― ― ― ― ― ― △4 3 △0 △0

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― 95 95 ― 95 △4 3 △0 95

2020年３月31日残高 7,212 5,675 1,111 6,787 17 △6,595 △6,578 △1,169 6,252 34 2 36 6,289
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Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　１．資産の評価基準及び評価方法
　 (1) 有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

　 (2) デリバティブ取引により生ずる債権及び債務
時価法

　 (3) たな卸資産
① 商品・製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
ただし製品･原材料･仕掛品中の販売用製造機械については個別法による原価法

② 貯蔵品
最終仕入原価法

　２．固定資産の減価償却方法
　 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ４～47年
機械及び装置 ８～14年

　 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　 (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　３．引当金の計上基準
　 (1) 貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　 (2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

　 (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。ただ
し、臨時従業員については、臨時従業員の退職金の支出に備えるため、「退職金規程」に基づく自己都合による期末要支給額
に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
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② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）
による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

　 (4) 役員退職慰労引当金
役員退職慰労金の支払に備えるため、「役員退職慰労金支給規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

　 (5) 債務保証損失引当金
債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を計上しております。

　４．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
当社の外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

　５．重要なヘッジ会計の方法
　 (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理
を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。

　 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）
為替予約 外貨建金銭債権債務
金利スワップ 長期借入金

　 (3) ヘッジ方針
当社は、財務担当部門の管理の下に、外貨建取引に係る為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金利の
変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

　 (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フ
ロー変動を完全に相殺するものと想定することが出来るため、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であること
を確認することにより有効性の判定に代えております。

　６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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Ⅱ．貸借対照表に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．担保に供している資産及び担保に係る債務
　 (1) 担保に供している資産

建物 406百万円
土地 223百万円
計 629百万円

　 (2) 担保に係る債務
1年内返済予定の長期借入金 930百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 37,983百万円
　（減損損失累計額を含む）
４．関係会社に対する短期金銭債権 131百万円
５．関係会社に対する長期金銭債権 1,666百万円
６．関係会社に対する短期金銭債務 317百万円
７．受取手形割引高 2,677百万円
８．固定資産の投資その他の資産に表示しているその他には、送金規制を受けているものが、140百万円含まれております。
９．圧縮記帳

取得価額から控除されている国庫補助金等
土地 233百万円

10．財務制限条項
当社は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をエージェントとするシンジケートローン契約（参加行９行、①返済期限2021年12月30日、
当事業年度末借入金残高2,000百万円、②返済期限2021年１月28日、当事業年度末借入金残高930百万円、参加行７行、③返
済期限2022年９月30日、当事業年度末借入金残高1,000百万円）及びコミットメントライン契約（参加行９行、返済期限
2020年９月25日、当事業年度末借入金残高5,000百万円）を締結しております。当該契約には財務制限条項が付されており、
これに抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの通知があれば、期限の利益を喪失し、直ちに借入金並びに利息
及び精算金等を支払う義務を負っております。

　
Ⅲ．損益計算書に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．関係会社との取引高
（営業取引）
売上高 161百万円
仕入高 2,157百万円
販売費及び一般管理費 899百万円
製造経費 559百万円

（営業取引以外の取引）
営業外収益 58百万円
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３．減損損失
当社は以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上しました。

場 所 用 途 種 類 減損損失
（百万円）

中央化学㈱北海道工場
（北海道美唄市） 生産設備等 建物、構築物、機械及び装置、

工具・器具・備品、土地、リース資産 19

中央化学㈱鹿島工場
（茨城県神栖市） 生産設備等 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、

工具・器具・備品、リース資産 14

中央化学㈱東北工場
（福島県田村市） 生産設備等 建物、機械及び装置 76

中央化学㈱旧北陸工場
（富山県黒部市） 売却予定資産 土地 37

当社は、管理会計上の事業所区分をグルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が見込まれない遊休資産などは、
個別に判定しております。当事業年度において、収益性の低下により回収可能価額が帳簿価額を下回った資産グループ、使用見
込みのなくなった資産、及び売却予定資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として計上しております。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額より測定しており、正味売却価額は土地、建物については不動産鑑定評価
基準又は固定資産税評価額に基づき評価し、それ以外の資産については売却見込額から処分費用見込額を控除し、売却や他への
転用が困難な資産については、零で評価しております。

（内訳）
北海道工場 19百万円
（内、建物 6

構築物 0
機械及び装置 4
工具・器具・備品 0
土地 1
リース資産 6）

鹿島工場 14百万円
（内、建物 13

構築物 0
機械及び装置 0
車両運搬具 0
工具・器具・備品 0
リース資産 0）

東北工場 76百万円
（内、建物 13

機械及び装置 62）
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Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．自己株式に関する事項

株式の種類 当 事 業 年 度 期 首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末
普通株式（株） 891,140 ― ― 891,140

Ⅴ．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　 （繰延税金資産） （単位：百万円）

たな卸資産評価損 127
貸倒引当金 60
未払事業税 29
退職給付引当金 180
減損損失 919
役員退職慰労引当金 11
債務保証損失引当金 2
関係会社出資金評価損 1,044
出資金評価損 33
繰越欠損金 6,591
その他 300
繰延税金資産小計 9,302
評価性引当額 △9,302
繰延税金資産合計 ―

　 （繰延税金負債）
土地圧縮積立金 △7
その他有価証券評価差額金 △15
その他 △1
繰延税金負債合計 △24

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差額の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.46％

　 （調整）
交際費等損金不算入 12.03％
住民税均等割 22.28％
受取配当金益金不算入 △0.83％
法人税等の特別控除 △3.50％
過年度法人税等 1.03％
評価性引当額の増減 △413.38％
繰越欠損益期限切れ 396.43％
その他 2.61％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.14％
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記
１．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
三菱商事株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社 三菱商事
株式会社

被所有
直接
60.58％

役員の兼任

製品等の販売
及び原材料等
の購入

原材料等の
仕入（注１） 491 買掛金 8

（注１）原材料等の購入については、市場の実勢価格を勘案して発注及び価格を決定しております。
（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 海城中央化学
有限公司

所有直接
100％

役員の兼任

資金の援助

当社製品の
販売・購入

原材料の仕入
（注１） 574 買掛金 97
原材料等の
販売（注２） 8 売掛金及び

長期売掛金 1,188
利息の受取
（注３） 2 ― ―

子会社 上海中央化学
有限公司

所有直接
100％

役員の兼任

当社製品の
販売・購入

― ― 売掛金及び
長期売掛金 101

子会社 無錫中央化学
有限公司

所有直接
100％

役員の兼任

資金の援助

当社製品の
販売・購入

製品の仕入
（注１） 107 買掛金 5
原材料等の
販売（注２） 32 売掛金及び

長期売掛金 0
資金の貸付
（注３） 190 短期貸付金 190
利息の受取
（注３） 12 未収収益 0

子会社 東莞中央化学
有限公司

所有直接
100％

役員の兼任

資金の援助

当社製品の
販売・購入

製品の仕入
（注１） 67 買掛金 15
原材料等の
販売（注２） 72 売掛金及び

長期売掛金 291
資金の貸付
（注３） 544 短期貸付金 544
利息の受取
（注３） 23 未収収益 3

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）原材料及び製品の購入等については、市場の実勢価格を勘案して発注及び価格を決定しております。
（注２）原材料及び食品包装資材の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
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（注３）貸付金については、市場金利を勘案し決定しており、貸付条件は期間１年、一括返済としております。
（注４）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

３．兄弟会社等
（単位：百万円）

属性 会社等の名称
議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社の
子会社

三菱商事パッ
ケージング
株式会社

―
製品等の販売
及び原材料等
の購入

食品包装容器
等の販売
（注１）

5,219 受取手形及び
売掛金 678

原材料等の
仕入（注２） 2,130 買掛金 182

親会社の
子会社

三菱商事プラ
スチック
株式会社

―
製品等の販売
及び原材料等
の購入

食品包装容器
等の販売
（注１）

1,015 売掛金 307

原材料等の
仕入（注２） 4,424 買掛金 1,953

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）食品包装容器等の販売については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
（注２）原材料等の購入については、市場の実勢価格を勘案して発注及び価格を決定しております。
（注３）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 212円88銭
１株当たり当期純利益 4円76銭

　 ※ １株当たり当期純利益の算定上の基礎
当期純利益 95百万円
普通株主に帰属しない金額 ―百万円
普通株式に係る当期純利益 95百万円
普通株式の期中平均株式数 20,148,860株

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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Ⅸ．退職給付に関する注記
１．採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項
（単位：百万円）

①退職給付債務 △4,856
②年金資産 3,989
③未積立退職給付債務（①＋②） △866
④未認識数理計算上の差異 273
⑤貸借対照表計上額純額（③＋④） △593
⑥退職給付引当金 △593

３．退職給付費用に関する事項
①勤務費用 283
②利息費用 24
③期待運用収益 78
④数理計算上の差異の費用処理額 79
退職給付費用①＋②－③＋④ 309

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①割引率 0.5％
②期待運用収益率 2.0％
③退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準
④数理計算上の差異の処理年数 10年
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会計監査人の監査報告書 謄本
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2020年５月13日

中 央 化 学 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
さ い た ま 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 白 田 英 生 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 田 勝 啓 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、中央化学株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日ま
での第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2020年06月09日 10時04分 $FOLDER; 47ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 48 ―

監査役会の監査報告書 謄本

監査報告書

　当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に
努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役
等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を
害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役
会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 2020年５月14日
中央化学株式会社 監査役会

常勤監査役 大 吉 正 人 ㊞
社外監査役 山 口 吉 一 ㊞
監 査 役 鳥 居 真 吾 ㊞
社外監査役 中 村 竜 一 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
議案及び参考事項
　第１号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員６名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願
いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

1
(再任)

（こんどう やすまさ）
近 藤 康 正
（1963年12月22日生）

1986年４月 三菱商事株式会社 入社
2011年１月 同社 塩化ビニールユニットマネージャー
2013年２月 同社 合成樹脂ユニットマネージャー 兼

塩化ビニールユニットマネージャー
2013年３月 当社 取締役
2013年４月 三菱商事株式会社 合成樹脂部長 兼

塩化ビニール部長
2013年５月 同社 合成樹脂部長
2016年４月 同社 化学品グループCEOオフィス

事業投資担当
2017年４月 当社 出向 取締役 常務執行役員 成長戦略担当

兼 マーケティング＆セールス本部 副本部長
特販担当

2018年４月 当社 代表取締役社長 社長執行役員
2019年４月 当社 代表取締役社長 社長執行役員

営業本部長（現任）
（重要な兼職の状況）
環菱中央化学管理有限公司 董事長
海城中央化学有限公司 董事長
上海中央化学有限公司 董事長
無錫中央化学有限公司 董事長
東莞中央化学有限公司 董事長
香港中央化学有限公司 取締役
APETウエスト株式会社 取締役

0株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

2
(再任)

（もりもと かずのり）
森 本 和 宣
（1959年４月１日生）

1981年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）
入行

2007年２月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱
UFJ銀行） 千葉支社長

2008年８月 同行 融資部部長（特命担当）
2009年12月 当社 出向 執行役員 管理本部副本部長
2010年３月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長
2011年10月 当社 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼

管理本部長
2012年３月 当社 代表取締役 専務執行役員 管理本部長 兼

総務人事本部長
2012年４月 当社 代表取締役 専務執行役員 管理本部長
2018年４月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長 兼

経営戦略室長
2020年４月 当社 取締役 常務執行役員 管理本部長 (現任)
（重要な兼職の状況）
環菱中央化学管理有限公司 董事
海城中央化学有限公司 董事
上海中央化学有限公司 董事
無錫中央化学有限公司 董事
東莞中央化学有限公司 董事
株式会社中央運輸 取締役

1,000株

3
(再任)

（はやさわ ゆきお）
早 澤 幸 雄
（1969年３月４日生）

1991年４月 三菱商事株式会社 入社
2005年４月 同社 シンガポール支店
2010年４月 同社 合成樹脂ユニット

汎用樹脂第一チームリーダー
2015年４月 三菱商事プラスチック株式会社 出向 執行役員

汎用樹脂本部長
2017年４月 三菱商事株式会社 合成樹脂部長（現任）
2017年６月 当社 取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
三菱商事株式会社 合成樹脂部長
興人フィルム＆ケミカルズ株式会社 取締役
三菱商事プラスチック株式会社 取締役
DM COLOR MEXICANA SA DE CV DIRECTOR
TRI-PACK FILMS LIMITED DIRECTOR
MC PLASTICS TRADING DE MEXICO,S.A.DE C.V.取締役

0株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

4
(再任)

（たけうち おさむ）
竹 内 修 身
（1962年10月30日生）

1986年４月 三菱商事株式会社 入社
1999年５月 同社 基礎石化本部 ポリエステル原料ユニット
1999年11月 泰MC商事会社
2005年５月 三菱商事株式会社 汎用化学品本部

オレフィン・アロマユニット
2010年４月 同社 汎用化学品第一本部

オレフィン・アロマユニットマネージャー
2015年４月 同社 化学品グループCEOオフィス室長代行

事業投資担当
2016年３月 同社 汎用化学品第二本部長
2016年４月 同社 執行役員 汎用化学品第二本部長
2017年４月 同社 執行役員 石油化学品本部長
2017年６月 当社 取締役（現任）
2019年４月 三菱商事株式会社 執行役員 石油化学本部長
2020年４月 同社 執行役員 石油・化学グループ

CEOオフィス室長（現任）
（重要な兼職の状況）
三菱商事株式会社 執行役員 石油・化学グループ
CEOオフィス室長

0株

5
(再任)

（はぎわら たけし）
　萩 原 剛
（1959年6月17日生）

1982年４月 三菱商事株式会社 入社
1991年８月 米国三菱商事会社 ヒューストン支店
1996年１月 三菱商事株式会社 クロール・アルカリ部
2005年１月 同社 汎用化学品本部

クロールアルカリユニットマネージャー
2010年３月 同社 化学品グループCEOオフィス室長
2012年３月 当社 取締役
2012年４月 三菱商事株式会社 機能化学品本部長
2013年４月 同社 執行役員 機能化学品本部長
2015年４月 同社 執行役員 汎用化学品第一本部長
2015年６月 当社 取締役 退任
2016年４月 三菱商事株式会社 常務執行役員

化学品グループCEO
2018年６月 当社 取締役（現任）
2019年４月 三菱商事株式会社 常務執行役員

石油・化学グループCEO（現任）
（重要な兼職の状況）
三菱商事株式会社 常務執行役員 石油・化学グループCEO
サウディ石油化学株式会社 取締役

0株
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

6
(再任)

【社外取締役候補者】

（まつもと よしお）
松 本 吉 雄
（1945年１月25日生）

1963年４月 竹原化成工業株式会社（現 東罐興業株式会社）
入社

1993年４月 東罐興業株式会社 本社 営業部長
1998年６月 同社 取締役 樹脂営業担当
2003年６月 同社 常務取締役 営業統括担当
2009年６月 同社 退任
2009年７月 松本包装技術研究所 代表（現任）
2016年６月 当社 取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
松本包装技術研究所 代表

0株

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　 ２．上記取締役候補者のうち松本吉雄氏は、社外取締役候補者であります。
　 ３．松本吉雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
　 ４．松本吉雄氏は、現在当社の社外取締役でありますが、取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって４年となりま

す。
　 ５．社外取締役候補者とした理由等
　 松本吉雄氏は、長年にわたり包装容器業界において企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と高い知見を有すること

から、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断したためです。
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　第２号議案 監査役２名選任の件
監査役中村竜一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役 山口吉一氏は、本総会
終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、監査役１名の選任及び監査役１名の補欠選任を
お願いするものであります。
なお、佐藤直純氏は山口吉一氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めに

より退任された監査役 山口吉一氏の任期が満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

1
(新任)

【社外監査役候補者】

（さとう なおずみ）
佐 藤 直 純
（1966年８月25日生）

1989年４月 株式会社あさひ銀行（現 株式会社埼玉りそな
銀行） 入行

2005年４月 株式会社埼玉りそな銀行 埼玉中央地域本部 プ
ランニングマネージャー

2013年４月 同行 プライベートバンキング室 室長
2015年１月 同行 ローン事業部 グループリーダー

0株

2
（再任）

【社外監査役候補者】

（なかむら りゅういち）
中 村 竜 一
（1976年12月10日生）

2003年11月 司法試験合格
2005年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
2013年１月 岡村綜合法律事務所パートナー（現任）
2016年６月 当社 監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
岡村綜合法律事務所パートナー

0株

（注）１. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 監査役候補者佐藤直純氏及び中村竜一氏は、社外監査役候補者であります。
３. 中村竜一氏は、現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、４年となりま
す。

４. 中村竜一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
５. 社外監査役候補者とした理由等
　 佐藤直純氏は、会社の経営に直接関わったことはありませんが、金融機関における長年の豊富な実務経験を有していること
から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したためです。

　 中村竜一氏は、会社の経営に直接関わったことはありませんが、これまで弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を有し
ていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断したためです。
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　第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。
なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

（おかもと ひろや）
岡 本 弘 哉
（1957年６月14日生）

1991年10月 司法試験合格
1994年４月 弁護士登録（埼玉弁護士会）
2007年３月 当社 補欠監査役

現在に至る
（重要な兼職の状況）
関東信越地方年金記録訂正審議会委員
原子力損害賠償紛争審査会特別委員
関東農政局入札等監視委員会委員

0株

（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 補欠監査役候補者岡本弘哉氏は、社外監査役候補者であります。
３. 岡本弘哉氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
４. 岡本弘哉氏は、これまで弁護士として培ってきた豊富な経験と知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切
に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。

　
以 上
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国道17号線

ガソリン
スタンド

ラーメン店ラーメン店

中央化学株式会社

株主総会会場ご案内図

会場 埼玉県鴻巣市宮地３丁目５番１号
中央化学株式会社 本社第一会議室（３階）
電話番号（048）542－2511（代表）
（JR高崎線鴻巣駅東口より徒歩約20分）
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